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福
井
県
告
示
第
５
９
号

　
救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
３
９
年
厚
生
省
令
第
８
号
）
第
１
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

消
防
法
（
昭
和
２
３
年
法
律
第
１
８
６
号
）
第
２
条
第
９
項
の
救
急
業
務
に
係
る
医
療
機
関
を
認
定
し
た

の
で
、
同
令
第
２
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

　
　
令
和
４
年
３
月
１
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
区
分
　
救
急
病
院

２
　
名
称
　
医
療
法
人
初
生
会
福
井
中
央
ク
リ
ニ
ッ
ク

３
　
所
在
地
　
福
井
県
福
井
市
松
本
４
丁
目
５
番
１
０
号

４
　
認
定
の
有
効
期
間

　
　
自
　
令
和
４
年
４
月
１
日

　
　
至
　
令
和
７
年
３
月
３
１
日

　
　

福
井
県
告
示
第
６
０
号

　
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
４
８
条
第
９
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
８
条

第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
大
野
市
土
地
改
良
区
の
新
た
な
事
業
（
大
野
南
西
部
地
区
　
農
業
用
用
排
水

施
設
（
農
地
等
高
度
利
用
促
進
事
業
）
事
業
）
の
施
行
を
適
当
と
決
定
し
た
の
で
、
同
法
第
４
８
条
第
９

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
８
条
第
６
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に

供
す
る
。

　
な
お
、
こ
の
処
分
に
つ
い
て
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
５

日
以
内
に
、
福
井
県
知
事
に
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
ま
た
、
こ
の
処
分
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か

ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
に
、
福
井
県
を
被
告
と
し
て
こ
の
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

　
　
令
和
４
年
３
月
１
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
縦
覧
に
供
す
る
書
類

　
　
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

２
　
縦
覧
に
供
す
る
期
間

　
　
令
和
４
年
３
月
１
日
か
ら
令
和
４
年
３
月
３
０
日
ま
で

３
　
縦
覧
に
供
す
る
場
所

　
　
大
野
市
地
域
経
済
部
農
業
林
業
振
興
課

　
　

福
井
県
告
示
第
６
１
号
告

　

示
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土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
４
８
条
第
９
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
８
条

第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
大
野
市
土
地
改
良
区
の
新
た
な
事
業
（
大
野
南
西
部
地
区
　
暗
渠
排
水
（
農

地
等
高
度
利
用
促
進
事
業
）
事
業
）
の
施
行
を
適
当
と
決
定
し
た
の
で
、
同
法
第
４
８
条
第
９
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
８
条
第
６
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

　
な
お
、
こ
の
処
分
に
つ
い
て
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
５

日
以
内
に
、
福
井
県
知
事
に
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
ま
た
、
こ
の
処
分
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か

ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
に
、
福
井
県
を
被
告
と
し
て
こ
の
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

　
　
令
和
４
年
３
月
１
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
縦
覧
に
供
す
る
書
類

　
　
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

２
　
縦
覧
に
供
す
る
期
間

　
　
令
和
４
年
３
月
１
日
か
ら
令
和
４
年
３
月
３
０
日
ま
で

３
　
縦
覧
に
供
す
る
場
所

　
　
大
野
市
地
域
経
済
部
農
業
林
業
振
興
課

　
　

福
井
県
告
示
第
６
２
号

　
国
土
調
査
法
（
昭
和
２
６
年
法
律
第
１
８
０
号
）
第
１
９
条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
土
調
査
の

成
果
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
４
年
３
月
１
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

　
　
高
浜
町

２
　
調
査
を
行
っ
た
期
間

　
　
令
和
２
年
８
月
か
ら
令
和
３
年
３
月
ま
で

３
　
調
査
を
行
っ
た
地
域

　
　
高
浜
町
（
大
字
和
田
の
一
部
）

４
　
成
果
の
名
称

　
　
高
浜
町
（
大
字
和
田
の
一
部
）
の
地
籍
図
お
よ
び
地
籍
簿

５
　
認
証
年
月
日

　
　
令
和
４
年
３
月
１
日

　
　

福
井
県
告
示
第
６
３
号

　
国
土
調
査
法
（
昭
和
２
６
年
法
律
第
１
８
０
号
）
第
１
９
条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
土
調
査
の

成
果
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
４
年
３
月
１
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

　
　
高
浜
町

２
　
調
査
を
行
っ
た
期
間

　
　
令
和
２
年
７
月
か
ら
令
和
３
年
３
月
ま
で

３
　
調
査
を
行
っ
た
地
域

　
　
高
浜
町
（
大
字
小
黒
飯
の
一
部
）

４
　
成
果
の
名
称

　
　
高
浜
町
（
大
字
小
黒
飯
の
一
部
）
の
地
籍
図
お
よ
び
地
籍
簿

５
　
認
証
年
月
日

　
　
令
和
４
年
３
月
１
日

　
福
井
県
水
源
涵 か
ん養
地
域
保
全
条
例
（
平
成
２
５
年
福
井
県
条
例
第
１
９
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。

）
第
１
０
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
水
源
涵
養
地
域
を
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
の
で
、
条
例
第
１
０

条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
し
、
図
面
お
よ
び
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

　
な
お
、
水
源
涵
養
地
域
の
指
定
に
直
接
の
利
害
関
係
を
有
す
る
者
は
、
条
例
第
１
０
条
第
４
項
の
規
定

に
よ
り
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
福
井
県
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
令
和
４
年
３
月
１
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
水
源
涵
養
地
域
に
指
定
す
る
予
定
の
区
域

　
⑴
 　
令
和
２
年
１
月
１
日
か
ら
令
和
３
年
１
２
月
３
１
日
ま
で
の
間
に
、
森
林
法
（
昭
和
２
６
年
法
律

第
２
４
９
号
）
第
２
５
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
水
源
か
ん
養
保
安
林

　
⑵
 　
⑴
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
下
記
に
掲
げ
る
土
地
の
う
ち
法
第
５
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
た
て

ら
れ
た
地
域
森
林
計
画
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
民
有
林

市
　
町
大
　
字

字
若
狭
町
河
内

１
字
鋸
川
、
２
字
割
岩
谷
、
５
字
黒
谷
、
１
３
字
狸
岩
、

２
４
字
障
子
尾
、
３
１
字
牛
ノ
洞
、
３
９
字
砂
礫
洞
、

４
１
字
森
、
４
４
字
藤
内
小
屋
、
４
５
字
ダ
ケ
ン
ギ
ヨ
、

４
６
字
大
平
、
４
７
字
下
場
ケ
谷
、
４
８
字
丸
尾
谷
、

４
９
字
寂
仙
坊
、
５
０
字
コ
ツ
ラ
谷
、
５
１
字
峰
ケ
尻
、

５
２
字
広
畑
、
５
３
字
明
神
、
５
４
字
尻
ケ
谷
、

５
５
字
近
江
サ
尾
、
５
６
字
峰
、
５
７
字
釜
落
、

５
８
字
桃
ノ
木
谷
、
５
９
字
大
清
水
、
６
０
字
一
間
サ
尾
、

６
１
字
寺
山
、
６
２
字
割
谷
、
６
３
字
大
洞
、

公

告
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６
４
字
抜
ケ
谷
、
６
５
字
井
根
ノ
上
、
６
６
字
山
葵
谷
、

６
７
字
釜
ノ
洞
、
６
８
字
登
リ
尾
、
７
１
字
松
ノ
木
谷
、

７
２
字
口
無
谷
、
７
３
字
人
尾
、
７
４
字
蛇
谷
、

７
５
字
天
狗
谷
、
７
６
字
尾
崎
、
７
７
字
馬
場
ケ
谷
、

７
８
字
コ
ヤ
シ
谷
、
７
９
字
牛
首
、
８
０
字
段
ノ
尾

熊
川

２
５
字
鍛
治
屋
畑
、
６
５
字
銚
子
口
、
６
６
字
大
滝
、

６
７
字
弥
治
良
洞
、
６
８
字
布
袋
ケ
岳
、
６
９
字
朽
ケ
洞
、

７
０
字
菅
ケ
谷
、
７
１
字
清
水
平
、
７
２
字
小
イ
バ
リ
谷
、

７
３
字
西
岳

２
　
縦
覧
に
供
す
る
期
間
お
よ
び
場
所

　
⑴
　
縦
覧
に
供
す
る
期
間

　
　
　
令
和
４
年
３
月
１
日
か
ら
令
和
４
年
３
月
１
４
日
ま
で

　
⑵
　
縦
覧
に
供
す
る
場
所

　
　
 　
福
井
県
農
林
水
産
部
森
づ
く
り
課
な
ら
び
に
福
井
県
福
井
農
林
総
合
事
務
所
林
業
部
、
福
井
県
坂

井
農
林
総
合
事
務
所
林
業
部
、
福
井
県
奥
越
農
林
総
合
事
務
所
林
業
部
、
福
井
県
丹
南
農
林
総
合
事

務
所
林
業
部
、
福
井
県
嶺
南
振
興
局
林
業
水
産
部
お
よ
び
福
井
県
嶺
南
振
興
局
二
州
農
林
部

３
　
意
見
書
の
提
出
先

　
　
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

　
　
福
井
県
農
林
水
産
部
森
づ
く
り
課

　
　

　
河
合
高
屋
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
３
年
４
月
５
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条

第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
４
年
３
月
１
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
田
谷
　
満
　
　
福
井
市
高
屋
町
３
２
－
３
５

理
　
事
　
山
本
　
隆
夫
　
福
井
市
高
屋
町
３
３
－
２
１

理
　
事
　
中
島
　
千
秋
　
福
井
市
高
屋
町
３
０
－
５
２

理
　
事
　
増
田
　
晴
美
　
福
井
市
六
日
市
町
１
－
１

理
　
事
　
田
中
　
信
義
　
福
井
市
高
屋
町
３
４
－
２
７

監
　
事
　
小
林
　
義
見
　
福
井
市
高
屋
町
３
４
－
２
６

監
　
事
　
小
西
　
純
一
　
福
井
市
高
屋
町
４
０
－
１
７

　
　

　
河
合
高
屋
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
３
年
４
月
６
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条

第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
４
年
３
月
１
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
田
谷
　
満
　
　
福
井
市
高
屋
町
３
２
－
３
５

理
　
事
　
山
本
　
隆
夫
　
福
井
市
高
屋
町
３
３
－
２
１

理
　
事
　
中
島
　
千
秋
　
福
井
市
高
屋
町
３
０
－
５
２

理
　
事
　
増
田
　
晴
美
　
福
井
市
六
日
市
町
１
－
１

理
　
事
　
田
中
　
信
義
　
福
井
市
高
屋
町
３
４
－
２
７

監
　
事
　
小
西
　
純
一
　
福
井
市
高
屋
町
４
０
－
１
７

監
　
事
　
八
幡
　
亨
　
　
福
井
市
高
屋
町
２
４
－
９
０

　
　

　
建
築
士
法
（
昭
和
２
５
年
法
律
第
２
０
２
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
１
３
条
の
規
定
に
基
づ
き

、
令
和
４
年
二
級
建
築
士
試
験
（
以
下
「
試
験
」
と
い
う
。
）
を
実
施
す
る
の
で
、
建
築
士
法
施
行
細
則

（
昭
和
２
５
年
福
井
県
規
則
第
９
９
号
）
第
１
６
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
な
お
、
試
験
の
実
施
に
関
す
る
事
務
は
、
法
第
１
５
条
の
６
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
福
井
県
指
定
試

験
機
関
で
あ
る
公
益
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ
ー
が
行
う
。

　
　
令
和
４
年
３
月
１
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
試
験
日
お
よ
び
時
間

　
⑴
　
学
科
の
試
験

　
　
　
令
和
４
年
７
月
３
日
（
日
）
午
前
１
０
時
１
０
分
か
ら
午
後
５
時
２
０
分
ま
で

　
⑵
　
設
計
製
図
の
試
験

　
　
　
令
和
４
年
９
月
１
１
日
（
日
）
午
前
１
１
時
か
ら
午
後
４
時
ま
で

２
　
試
験
の
場
所

　
⑴
　
学
科
の
試
験

　
　
　
福
井
市
田
原
１
丁
目
１
３
番
６
号

　
　
　
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
・
プ
ラ
ザ

　
⑵
　
設
計
製
図
の
試
験

　
　
　
福
井
市
田
原
１
丁
目
１
３
番
６
号

　
　
　
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
・
プ
ラ
ザ

３
　
受
験
資
格

　
　
法
第
１
５
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

４
　
受
験
申
込
手
続

　
⑴
　
受
付
期
間

　
　
　
令
和
４
年
４
月
１
日
（
金
）
午
前
１
０
時
か
ら
令
和
４
年
４
月
１
４
日
（
木
）
午
後
４
時
ま
で

　
⑵
　
申
込
方
法
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公
益
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
https://w

w
w
.jaeic.or.jp/

）
に
お
い
て
、
必
要
な
事
項
を
入
力
し
申
込
む
こ
と
。

　
　
 　
な
お
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
受
験
申
込
が
行
え
な
い
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
（
身
体
に
障

が
い
が
あ
り
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
が
困
難
で
あ
る
等
）
に
は
、
令
和
４
年
４
月
６
日
（
水
）
ま

で
に
公
益
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ
ー
本
部
に
申
し
出
る
こ
と
。

５
　
合
格
者
の
発
表

　
 　
令
和
４
年
１
２
月
１
日
（
木
）
ご
ろ
（
学
科
の
試
験
に
つ
い
て
は
、
令
和
４
年
８
月
２
３
日
（
火
）

ご
ろ
）

６
　
問
合
せ
先

　
　
福
井
市
御
幸
３
丁
目
１
０
番
１
５
号

　
　
一
般
社
団
法
人
福
井
県
建
築
士
会

　
　
電
話
　
０
７
７
６
－
２
４
－
８
７
８
１

７
　
そ
の
他

　
 　
設
計
製
図
の
課
題
は
、
令
和
４
年
６
月
８
日
（
水
）
ご
ろ
か
ら
公
益
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及

セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
https://w

w
w
.jaeic.or.jp/）

に
お
い
て
公
表
す
る
。

　
　

　
建
築
士
法
（
昭
和
２
５
年
法
律
第
２
０
２
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
１
３
条
の
規
定
に
基
づ
き

、
令
和
４
年
木
造
建
築
士
試
験
（
以
下
「
試
験
」
と
い
う
。
）
を
実
施
す
る
の
で
、
建
築
士
法
施
行
細
則

（
昭
和
２
５
年
福
井
県
規
則
第
９
９
号
）
第
１
６
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
な
お
、
試
験
の
実
施
に
関
す
る
事
務
は
、
法
第
１
５
条
の
６
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
福
井
県
指
定
試

験
機
関
で
あ
る
公
益
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ
ー
が
行
う
。

　
　
令
和
４
年
３
月
１
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
試
験
日
お
よ
び
時
間

　
⑴
　
学
科
の
試
験

　
　
　
令
和
４
年
７
月
２
４
日
（
日
）
午
前
１
０
時
１
０
分
か
ら
午
後
５
時
２
０
分
ま
で

　
⑵
　
設
計
製
図
の
試
験

　
　
　
令
和
４
年
１
０
月
９
日
（
日
）
午
前
１
１
時
か
ら
午
後
４
時
ま
で

２
　
試
験
の
場
所

　
⑴
　
学
科
の
試
験

　
　
　
福
井
市
田
原
１
丁
目
１
３
番
６
号

　
　
　
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
・
プ
ラ
ザ

　
⑵
　
設
計
製
図
の
試
験

　
　
　
福
井
市
田
原
１
丁
目
１
３
番
６
号

　
　
　
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
・
プ
ラ
ザ

３
　
受
験
資
格

　
　
法
第
１
５
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

４
　
受
験
申
込
手
続

　
⑴
　
受
付
期
間

　
　
　
令
和
４
年
４
月
１
日
（
金
）
午
前
１
０
時
か
ら
令
和
４
年
４
月
１
４
日
（
木
）
午
後
４
時
ま
で

　
⑵
　
申
込
方
法

　
　
 　
公
益
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
https://w

w
w
.jaeic.or.jp/

）
に
お
い
て
、
必
要
な
事
項
を
入
力
し
申
込
む
こ
と
。

　
　
 　
な
お
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
受
験
申
込
が
行
え
な
い
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
（
身
体
に
障

が
い
が
あ
り
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
が
困
難
で
あ
る
等
）
に
は
、
令
和
４
年
４
月
６
日
（
水
）
ま

で
に
公
益
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ
ー
本
部
に
申
し
出
る
こ
と
。

５
　
合
格
者
の
発
表

　
 　
令
和
４
年
１
２
月
１
日
（
木
）
ご
ろ
（
学
科
の
試
験
に
つ
い
て
は
、
令
和
４
年
９
月
６
日
（
火
）
ご

ろ
）

６
　
問
合
せ
先

　
　
福
井
市
御
幸
３
丁
目
１
０
番
１
５
号

　
　
一
般
社
団
法
人
福
井
県
建
築
士
会

　
　
電
話
  ０
７
７
６
－
２
４
－
８
７
８
１

７
　
そ
の
他

　
 　
設
計
製
図
の
課
題
は
、
令
和
４
年
６
月
８
日
（
水
）
ご
ろ
か
ら
公
益
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及

セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
https://w

w
w
.jaeic.or.jp/）

に
お
い
て
公
表
す
る
。

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
１
９
号

　
政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
２
３
年
法
律
第
１
９
４
号
）
第
６
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
の

設
立
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
７
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

　
　
令
和
４
年
３
月
１
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
委
員
長
　
金
井
　
亨

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

（
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

届
　
出

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名
会
計
責
任
者
の

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

年
月
日

氏
　
　
　
　
名

令
和
4年
岡
部
き
よ
の
り
後
援
会
岡
部
　
恭
典

岡
部
　
恭
典

坂
井
市
春
江
町
井
向
２
１
－
２
６

1月
26日
　

　
福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
２
０
号

　
政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
２
３
年
法
律
第
１
９
４
号
）
第
７
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
の
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届
出
事
項
の
異
動
に
係
る
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
７
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
告
示
す
る
。

　
　
令
和
４
年
３
月
１
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
委
員
長
　
金
井
　
亨

異
　
動
 

年
月
日

政
治
団
体
の
名
称
代
表
者
の
氏
名
異
 動
 事
 項

異
　
動
　
内
　
容

新
旧

令
和
3
年

1
月
1
日
大
森
て
つ
お
日
之
出

後
援
会

松
平
　
久
芳

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地
福
井
市
城
東
２
－
９
－

７
福
井
市
日
之
出
５
－
９

－
１
６

代
表
者

松
平
　
久
芳

黒
川
　
能
男

令
和
3
年

5月
29日

日
本
行
政
書
士
政
治

連
盟
福
井
県
支
部

坪
川
　
貞
子

会
計
責
任
者
三
田
村
　
義
久

松
宮
　
昌
弘

令
和
3
年

10月
14日

堤
み
つ
や
後
援
会

堤
　
満
也

会
計
責
任
者
小
城
　
卓
治

田
中
　
克
己

令
和
4
年

1
月
1
日
馬
の
会

吉
田
　
敏
貢

会
計
責
任
者
黒
瀬
　
智
宏

大
川
　
輝
雄

令
和
4
年

1
月
1
日
大
久
保
健
一
後
援
会
竹
内
　
良
行

代
表
者

竹
内
　
良
行

竹
内
　
弥
生

令
和
4
年

1
月
1
日
下
牧
一
郎
後
援
会

松
山
　
正
則

会
計
責
任
者
下
牧
　
一
郎

五
十
嵐
　
又
治

令
和
4
年

1
月
1
日
山
崎
正
昭
春
江
町
後

援
会

富
田
　
康
彦

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地
坂
井
市
春
江
町
藤
鷲
塚

１
７
－
２

坂
井
市
春
江
町
随
応
寺

１
９
－
５
－
３

代
表
者

富
田
　
康
彦

小
林
　
一
夫

令
和
4
年

1月
18日

の
せ
ゆ
た
か
後
援
会
野
瀬
　
啓
一
郎
代
表
者

野
瀬
　
啓
一
郎

山
崎
　
孝
晴

　
　

福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
２
１
号

　
政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
２
３
年
法
律
第
１
９
４
号
）
第
１
７
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体

の
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

　
　
令
和
４
年
３
月
１
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
委
員
長
　
金
井
　
亨

解
散
年
月
日

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

令
和
3年
3月
31日

清
水
利
一
後
援
会

清
水
　
利
一

令
和
3年
4月
1日

な
い
と
う
俊
三
後
援
会

笠
原
　
裕
道
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令
和
四
年
三
月
一
日
発
　
行
　
発
行
人
　
〒
九
一
〇-

八
五
八
〇
　
福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
十
七
番
一
号
　
福
　
井
　
県

令
和
3年
12月
31日

片
粕
正
二
郎
後
援
会

片
粕
　
正
二
郎

令
和
4年
1月
13日

北
倉
芳
忠
後
援
会

北
倉
　
芳
忠

令
和
4年
1月
22日

福
井
春
秋
会

小
森
　
吉
晴

令
和
4年
1月
22日

福
静
会

山
本
　
文
雄

令
和
4年
1月
26日

工
藤
進
と
共
に
永
平
寺
町
と
福
井
県
を
よ
く
す
る
会
工
藤
　
進

　
　

福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
２
２
号

　
政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
２
３
年
法
律
第
１
９
４
号
）
第
１
９
条
第
３
項
第
２
号
の
規
定
に
よ
り
、
資

金
管
理
団
体
で
な
く
な
っ
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
１
９
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

　
　
令
和
４
年
３
月
１
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
委
員
長
　
金
井
　
亨

資
金
管
理
団
体
の
届
出
 

を
し
た
者
の
氏
名

資
金
管
理
団
体
の
名
称

資
金
管
理
団
体
 

で
な
く
な
っ
た
年
月
日

片
粕
　
正
二
郎

片
粕
正
二
郎
後
援
会

令
和
3年
12月
31日

　
　

福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
２
３
号

　
公
職
選
挙
法
（
昭
和
２
５
年
法
律
第
１
０
０
号
）
第
１
９
２
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
３
年
１

０
月
３
１
日
執
行
の
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
の
福
井
県
各
選
挙
区
に
お
け
る
候
補
者
の
選
挙
運

動
に
関
す
る
収
支
報
告
書
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　
令
和
４
年
３
月
１
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
委
員
長
　
金
井
　
亨

１
 
 
選

挙
の

種
類

令
和

3
年

1
0
月

3
1
日

執
行

　
衆

議
院

小
選

挙
区

選
出

議
員

選
挙

（
福

井
県

第
１

区
選

挙
区

）

２
 
 
公

職
選

挙
法

の
規

定
に

よ
る

選
挙

運
動

に
関

す
る

支
出

の
金

額
の

制
限

額
（

法
定

選
挙

運
動

費
用

額
）

円

３
 
 
報

告
書

の
要

旨

候
 
補
 
者
 
氏
 
名

候
補

者
届

出
政

党
令

和
4
年

1
月

2
5
日

か
ら

出
納
責
任
者
氏
名

令
和

4
年
1
月

2
6
日

ま
で

主
た
る
寄
附

　
人
件

費
円

（
氏
名
・
団
体
名
）

（
職
　

業
）

（
寄

附
額
）

　
家

屋
費

0
円

　
　

選
挙
事

務
所

費

　
　

集
合

会
場

費

　
通

信
費

　
交

通
費

　
印

刷
費

　
広

告
費

　
文

具
費

　
食

糧
費

　
休

泊
費

　
雑

　
費

そ
の
他
の
寄
附

0

そ
の
他
の
収
入

0

今
回
計

0
　
今

回
計

前
回
計

1
1
,
1
0
6
,
7
2
0

　
前

回
計

総
　
計

1
1
,
1
0
6
,
7
2
0

　
総

　
計

選
挙

運
動
用

通
常

葉
書
の

作
成

円

ビ
ラ

の
作
成

円

ポ
ス

タ
ー
の

作
成

円

選
挙

事
務
所

の
立

札
お
よ

び
看
板

の
類

の
作
成

円

選
挙

運
動
用

自
動

車
等
の

立
札
お

よ
び

看
板
の

類
の
作

成
円

個
人

演
説
会

の
立

札
お
よ

び
看
板

の
類

の
作
成

円円

第
５

回
報

告
分

　
収

　
入

　
　

支
　

出

0

公
職

の
候

補
者

の
選

挙
運

動
に

関
す

る
収

支
報

告
書

要
旨

2
4
,
7
3
9
,
1
0
0

稲
田
　
朋

美
自

由
民
主

党
期

間
第
５

回
分

椿
原

　
直

子

0000

5
5
,
4
0
0

3
3
,
0
0
000000

8
8
,
4
0
0

1
0
,
7
6
9
,
2
2
7

1
0
,
8
5
7
,
6
2
7

支
出
の
う
ち

公
費
負

担
相
当
額

2
4
8
,
5
0
0

4
7
6
,
0
0
0

8
0
0
,
8
0
0

1
6
4
,
7
4
2

2
0
0
,
0
0
0

2
8
,
6
0
0

計
1
,
9
1
8
,
6
4
2

報
告
書
受
理
年
月
日

令
和
4
年

1
月
2
8
日


